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本日の委員会に付した案件 

 議案第５８号 令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

 議案第５９号 令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について 

 

開会  ９時２８分 

閉会 １１時４９分 



○委員長（中村美穂委員） 

皆さんおはようございます。時間より少し早いようでございますが、定足数に達して

おりますので、本日の産業文教常任委員会を開会いたします。 

令和５年第３回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第

５８号令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定についての件を議題といた

します。本案について提案理由の説明を求めます。 

渡部局長。 

○水道局長（渡辺守史君） 

皆さんおはようございます。それでは水道局所管議案第５８号令和４年度長与町水道

事業剰余金の処分及び決算認定につきまして、上下水道課長以下関係職員によりご説明

申し上げますので、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

改めましておはようございます。それでは説明させていただきます。決算書の１、２

ページをお開きください。令和４年度長与町水道事業会計決算報告書でございます。金

額につきましては、税込み額で記載しております。（１）収益的収入及び支出の収入に

おきまして、第１款水道事業収益の予算額８億１,９０２万３,０００円に対し、決算額

は８億６５０万３,３９２円となり、予算額に比べ決算額は１,２５１万９,６０８円の減

収となっております。これは給水収益の減額が主なものでございます。 

次に支出におきましては、第１款水道事業費用の予算額７億４,７７８万円に対し、決

算額は６億７,６２３万４,５１１円となり、不用額が７,１５４万５,４８９円となって

おります。これは修繕費、資産減耗費の減額が主なものでございます。３、４ページを

お開きください。（２）資本的収入及び支出の収入におきましては、第１款資本的収入

の予算額２億１,７３７万５,０００円に対し、決算額は１億９,１４７万２,２００円と

なり、予算額に比べ決算額の増減が２,５９０万２,８００円の減収となっております。

これは工事負担金の減額が主なものでございます。次に支出におきましては、第１款資

本的支出の予算額３億４,６４３万５,０００円に対し、決算額は２億９,８５０万３,７

０３円となり、不用額が４,７９３万１,２９７円となっております。これは工事請負費

の減額が主なものでございます。３ページの下段をご覧ください。（１）資本的収入額

が資本的支出額に不足する額、１億７０３万１,５０３円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１,８５６万２,１５４円。過年度分損益勘定留保資金８,８４６万

９,３４９円で補塡しております。次に、（２）たな卸資産購入限度額の執行額は、４３

０万３,４８２円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は３９万１,２２４円でござ

います。５、６ページをお開きください。令和４年度長与町水道事業損益計算書でござ

います。金額につきましては税抜き額で記載しております。１営業収益でございます。



内訳といたしまして上水道給水収益６億３,１２８万９,２２０円、受託工事収益９８万

円、その他営業収益３,９００万５,５８０円、よって営業収益は６億７,１２７万４,８

００円となります。２営業費用でございます。内訳といたしまして、原水及び浄水費２

億３,２３０万２,８２７円、配水及び給水費６,８５４万３８９円、業務費３,５１８万

８,４６６円、総係費４,７５１万４９８円、減価償却費２億２,７５４万４,１１１円、

資産減耗費９９３万３,１４６円、よって営業費用は６億２,１０１万９,４３７円となり、

営業収支におきましては５,０２５万５,３６３円の営業利益となっております。次に３

営業外収益でございます。内訳といたしまして、受取利息及び配当金９,１２７円、長期

前受金戻入６,９９７万６,６４８円、県支出金１２万１,０００円、雑収益１１万９,３

００円、よって営業外収益は７,０２２万６,０７５円となります。４営業外費用でござ

います。内訳といたしまして、支払利息及び企業債取扱諸費８６８万１,１１５円、雑支

出３２万４１６円、よって営業外費用は９００万１,５３１円となり、営業外収支におき

ましては６,１２２万４,５４４円の営業外利益となります。その結果、経常収支におき

ましては、１億１,１４７万９,９０７円の経常利益となっております。５特別利益でご

ざいます。内訳といたしまして、過年度損益修正益１万８,５４３円でございます。６ペ

ージをご覧ください。６特別損失でございます。内訳といたしまして、過年度損益修正

損４万２,４６０円でございます。よって特別損益におきましては２万３,９１７円の損

失となり、その結果当年度純利益は、１億１,１４５万５,９９０円となっております。

また当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益と同額の１億１,１４５万５,９９０円で

ございます。 

７、８ページをお開きください。令和４年度長与町水道事業剰余金計算書でございま

す。金額につきましては税抜き額で記載しております。前年度末残高、令和４年３月３

１日でございますが、資本金が３１億３,１６０万９,５７２円、資本剰余金合計が２億

３,１３５万７,４４０円、利益剰余金合計が４億５,０７３万６,７３１円で、資本合計

は３８億１,３７０万３,７４３円でございます。次に前年度処分額でございます。未処

分利益剰余金１億２,９３５万９,２９８円を昨年度の議会の議決を経て、減債積立金に

全額積立てております。よって処分後残高につきましては、利益剰余金において減債積

立金が３億６,６８６万５,７８０円、繰越利益剰余金が０円となり、資本合計は３８億

１,３７０万３,７４３円でございます。続きまして、表の中段ご覧ください。当該年度

変動額につきましては、資本金および資本剰余金に変動はございません。利益剰余金で

は、未処分利益剰余金に当年度純利益の１億１,１４５万５,９９０円を計上しておりま

すので、利益剰余金合計、資本合計ともに１億１,１４５万５,９９０円となります。よ

って、表下段の当年度末残高につきましては、資本金が３１億３,１６０万９,５７２円、

資本剰余金合計が２億３,１３５万７,４４０円、利益剰余金合計が５億６,２１９万２,

７２１円で、資本合計は３９億２,５１５万９,７３３円となっております。続きまして

７ページの下段に記載しております令和４年度長与町水道事業剰余金処分計算書（案）



をご覧ください。この計算書は未処分利益剰余金を特定の目的のための積立金へと処分

するため、議会の議決を求めるものでございます。表をご覧ください。当年度末残高は、

剰余金計算書で説明いたしましたとおり資本金が３１億３,１６０万９,５７２円、資本

剰余金が２億３,１３５万７,４４０円、未処分利益剰余金が１億１,１４５万５,９９０

円でございます。今回の処分につきましては、今後増大する建設改良工事に備えるため

全額を建設改良積立金に積立処分する予定であり、このことについて議会の議決を求め

るものでございます。次は９、１０ページをお開きください。令和４年度長与町水道事

業貸借対照表でございます。金額につきましては税抜き額で記載しております。資産の

部から説明いたします。１固定資産でございますが、有形固定資産合計が６０億２４９

万６,３５０円、無形固定資産合計が５,９６４万８,４０５円、よって固定資産合計は６

０億６,２１４万４,７５５円となります。次に２流動資産でございます。現金預金１０

億４,９９８万７,８１７円、未収金１,６３０万８,３４０円、貯蔵品６６０万８,９６３

円、前払費用３３万７,４１０円、よって流動資産合計は、１０億７,３２４万２,５３０

円。よって資産合計が７１億３,５３８万７,２８５円となっております。次に１０ペー

ジ、負債の部でございます。３固定負債でございますが、企業債１１億３２４万９,２３

１円、引当金６,８３２万８,４３７円、よって固定負債合計は１１億７,１５７万７,６

６８円となります。４流動負債でございます。企業債２億４,２６０万８,２５６円、未

払金１億６,０７１万３,０３６円、引当金合計６０３万７,０３２円、その他流動負債で

２万７,１４７円、よって流動負債合計は４億９３８万５,４７１円となります。次に、

５繰延収益でございます。長期前受金３７億３,６５０万３,０５６円、収益化累計額２

１億７２３万８,６４３円、よって繰延収益合計は１６億２,９２６万４,４１３円となり、

負債合計は３２億１,０２２万７,５５２円となっております。続きまして資本の部でご

ざいます。６資本金は、３１億３,１６０万９,５７２円。７剰余金でございます。資本

剰余金合計２億３,１３５万７,４４０円、利益剰余金合計５億６,２１９万２,７２１円

となります。よって剰余金合計は７億９,３５５万１６１円、資本合計は３９億２,５１

５万９,７３３円、負債資本合計は、７１億３,５３８万７,２８５円となり、９ページの

資産合計と一致しております。次に１１ページをお開きください。こちらにつきまして

は、決算書の記載に当たっての注記表を付けております。 

続きまして決算附属書類につきましてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開

きください。令和４年度長与町水道事業報告書でございます。１概況（１）総括事項で

す。令和４年度の経営状況は、営業収支において５,０２５万５,３６３円の営業利益と

なっており、これを前年度比で見ると２５.６％の減、金額にして１,７３２万２,８８８

円の減額となっております。また、経常収支においては１億１,１４７万９,９０７円の

経常利益となっており、これを前年度比で見ると１３.９％減、金額にして１,８０５万

７,１０７円の減額となっております。次に収益的収支全体では収入が前年度比１.１％

減、金額にして８２１万７,５９４円の減収となっております。支出におきましては前年



度比１.６％増、金額にして９６８万５,７１４円の増額となっております。以上により

１億１,１４５万５,９９０円の当年度純利益となりました。なお、積立金の取り崩しに

伴う未処分利益剰余金の変動額はなく、当年度未処分利益剰余金は、１億１,１４５万５,

９９０円となりました。有収水量は３３０万７,７０３立方メートル、前年度比２.３％

減、水量にして７万９,１８８立方メートル減少しております。資本的収支においては企

業債により１億５,０００万円、負担金により税込み４,１４７万２,２００円の収入があ

り、また建設改良費として、吉無田地区取水施設電気計装改良工事等により、税込みで

２億６,０５５万５,６７１円、企業債の償還として３,７９４万８,０３２円の支出を行

いました。なお、資本的収支の不足額１億７０３万１,５０３円は、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補塡いたしました。（２）

経営指標に関する事項です。令和４年度決算における経営成績について、経営の健全性

を示す経常収支比率は、有収水量の減少に伴う給水収益の減少および浄水場運転管理業

務委託料の増加等による費用の増加により、前年度比３.２ポイント減の１１７.６９％

となりましたが、健全経営の水準とされる１００％を上回っております。また料金水準

の妥当性を示す料金回収率は、前年度比５.０ポイント減の１１２.７２％となりました

が、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる１００％を上回っておりま

す。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比

０.３３ポイント増の５２.０４％、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路

経年化率は、前年度比０.０７ポイント増の２６.８３％となり、施設の老朽化は進んで

いる状況です。また当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比

０.９７ポイント減の０.４５％となりました。漏水状況や重要度を参考に更新工事を実

施しているためであり、財政状況を考慮しつつ引き続き計画的な施設更新を行ってまい

ります。１３ページをご覧ください。（３）議会議決事項でございますが、記載のとお

り４件でございます。次、（４）職員に関する事項です。令和４年３月３１日現在職員

数が合計１０名でございました。令和４年度に転入した職員数が合計２名、令和４年度

に転出、退職した職員数が合計１名、よって令和５年３月３１日の現在職員数は合計１

１名となっております。（５）その他の重要事項でございます。他会計負担金の使途の

特定についてでございますが、一般会計から消火栓維持管理費１８５万円は、全額職員

の給与費に充当いたしました。次に、工事でございます。（１）改良工事の概況でござ

いますが、第１浄水場１系沈殿地流入設備取替工事など、５００万円以上の改良工事６

件を記載しております。なお金額につきましては税込みでございます。次１４ページを

お開きください。３業務（１）業務量でございますが、令和４年度の状況を前年度と比

較して記載しております。次に（２）事業収入に関する事項です。金額につきましては

税抜き額でございます。水道事業収益は７億４,１５１万９,４１８円、前年度と比較い

たしますと８２１万７,５９４円の減額となっております。（３）事業費に関する事項で

ございます。金額につきましては、税抜きでございます。水道事業費用は、６億３,００



６万３,４２８円、前年度と比較いたしますと９６８万５,７１４円の増額となっており

ます。４会計（１）重要契約の要旨では、吉無田地区取水施設電気計装改良工事など、

契約額上位５件を記載しております。なお金額につきましては税込みでございます。１

５ページをご覧ください。令和４年度長与町水道事業キャッシュ・フロー計算書でござ

います。金額につきましては税抜き額でございます。１業務活動によるキャッシュ・フ

ローでございますが、２億８,９２５万１,３５８円増加しております。次に２投資活動

によるキャッシュ・フローでございますが、１億８,１２２万３,３８７円減少しており

ます。そして、３財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、１億１,２０５万

１,９６８円増加しております。よって資金増加額は２億２,００７万９,９３９円となり、

資金期首残高の８億２,９９０万７,８７８円と合わせまして、資金期末残高は１０億４,

９９８万７,８１７円となっております。これは９ページ、貸借対照表の現金預金と一致

しております。次に、１６、１７ページをお開きください。１８ページまでが令和４年

度長与町水道事業会計収益費用明細書でございます。金額につきましては税抜き額でご

ざいます。水道事業収益、営業収益でございます。上水道給水収益の内訳は、水道料金

６億３,１２８万９,２２０円、受託工事収益の内訳は、メーター器取付工事費９８万円、

その他営業収益の内訳でございますが、主なものといたしまして他会計負担金１８５万

円、これは消火栓維持管理費でございます。次に負担金２,２５４万９,３０７円、これ

は局長、課長人件費、下水道事業検針業務負担金などでございます。次に加入金９３２

万７,２７３円、これは水道に加入する際の費用でございます。次に、営業外収益でござ

います。受取利息及び配当金の内訳は、預金利息９,１２７円、これは定期預金と普通預

金の預金利息でございます。次、長期前受金戻入の内訳でございますが、主なものとい

たしまして、受贈財産評価額長期前受金戻入３,４９５万７９３円、これは償却資産に係

る受贈財産の評価額の減価償却見合い分でございます。次に県支出金の内訳は委託金１

２万１,０００円、これは専用水道に係る権限移譲交付金でございます。次に雑収益の内

訳です。その他雑収益１１万９,３００円、これはコピー代、町有地使用料などでござい

ます。次に特別利益でございます。過年度損益修正益は１万８,５４３円、これは雇用保

険戻入金などでございます。１７ページをご覧ください。水道事業費用、営業費用でご

ざいます。原水及び浄水費の内訳です。主なものといたしまして、給料８１７万３,２５

６円、手当１９８万１,７３９円、法定福利費２０１万９,９４５円、これは浄水係職員

１名、再任用職員１名、会計年度職員１名の人件費でございます。少し飛びまして委託

料です。委託料２億５６６万７,６０１円、これは浄水場運転管理業務委託が主なもので

ございます。次に配水及び給水費の内訳です。主なものといたしまして、給料６６６万

９,０００円、手当２６３万９,５７７円、法定福利費１８３万７,５８３円、これは工務

係職員２名分の人件費でございます。少し飛びますが委託料でございます。委託料２,６

８５万５,９２０円、これは漏水調査業務委託、水道量水器取替業務委託が主なものでご

ざいます。次１８ページをお開きください。業務費の内訳でございます。主なものとい



たしまして給料５５２万４,９０５円、手当２０２万２,１０８円、法定福利費１３８万

５,６７２円、これは料金総務係職員２名分の人件費でございます。少し飛びまして委託

料１,６９０万６,９２１円、これは水道検針業務委託が主なものでございます。次に総

係務費の内訳でございます。主なものといたしまして、給料１,８８０万８,３４７円、

手当８２１万３,８８４円、法定福利費５４５万９,６１１円、これは局長、課長、料金

総務係、合わせて４名分の人件費でございます。少し飛びまして委託料２４１万８,１４

３円、これは水道局警備業務委託、企業会計システム保守委託などが主なものでござい

ます。次に、減価償却費の内訳でございます。有形固定資産減価償却費２億２,２７０万

５,５７６円、無形固定資産減価償却費４８３万８,５３５円、これらは固定資産の償却

額でございます。次に、資産減耗費の内訳でございます。固定資産除却費９９３万３,１

４６円、これは有形固定資産の除却費などでございます。次に、営業外費用の支払利息

でございますが、企業債利息８６８万１,１１５円でございます。特別損失、過年度損益

修正損でございますが、４万２,４６０円、これは漏水減免などが主なものでございます。

１９ページをご覧ください。令和４年度長与町水道事業会計資本的収入及び支出明細書

でございます。金額につきましては税抜き額でございます。資本的収入、企業債でござ

いますが、１億５,０００万円でございます。負担金、負担金の内訳でございますが、主

なものといたしまして、工事負担金１,９３０万２,０００円、これは高田南土地区画整

理事業の工事負担金でございます。次に資本的支出、建設改良費、事務費の内訳でござ

いますが、主なものといたしまして給料７１４万２,８００円、手当３４６万８,１３８

円、法定福利費２２２万２,２９９円、これは工務係職員２名分の人件費でございます。

改良費の内訳でございますが、主なものといたしまして工事請負費１億４,３０１万４,

０００円、これは工事１３件分でございます。次に、固定資産購入費の内訳でございま

す。量水器購入費１２３万３,８７０円、備品購入費１９万６,７４０円でございます。

次に、企業債償還金でございますが、企業債償還金３,７９４万８,０３２円でございま

す。次に、２０、２１ページをお開きください。固定資産明細書でございます。金額に

つきましては税抜き額でございます。（１）有形固定資産明細書でございますが、合計

欄をご覧ください。年度当初現在高１１７億５,６１０万７,１９１円、当年度増加額が

２億３,８２２万３,３１７円、当年度減少額が１億５,６１６万４,０５６円、よって年

度末現在高は１１８億３,８１６万６,４５２円でございます。また、減価償却累計額は、

当年度増加額が２億２,２７０万５,５７６円、当年度減少額が１億４,６２３万９１０円

でございます。よって減価償却累計額は５８億３,５６７万１０２円となりまして、年度

末償却未済高は６０億２４９万６,３５０円となっております。次に、（２）無形固定資

産でございます。合計欄をご覧ください。本年度は、年度中に取得した資産および除却

した資産はございませんでしたので、年度当初現在高６,４４８万６,９４０円から当年

度減価償却高の４８３万８,５３５円を差し引きまして、年度末現在高は５,９６４万８,

４０５円でございます。次に、２２、２３ページをお開きください。企業債明細書でご



ざいます。表の一番下の合計欄をご覧ください。令和４年度末における企業債の発行総

額は１８億１,５１０万円、当年度償還高３,７９４万８,０３２円、償還高累計４億６,

９２４万２,５１３円、未償還残高１３億４,５８５万７,４８７円となっております。引

き続きまして、工事概要につきまして図面等により担当から説明申し上げます。なお、

説明用図面をお配りしておりますが、委員会終了後、回収させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤野係長。 

○係長（藤野亮君） 

それでは重要契約の要旨について説明をさせていただきます。決算附属書類の１４ペ

ージとお配りしております図面Ａ３縦型の方をご覧いただければと思います。重要契約

の要旨に記載されております番号順に説明をいたします。それでは１番目です。吉無田

地区取水施設電気計装設備取替工事になります。工事内容といたしましては、吉無田地

区にあります取水施設に関する電気計装設備の経年劣化に伴う改良を目的とするもので、

吉無田中継槽、ニュータウン接合井、減圧水槽の電気計装の取り替えを行っております。

続きまして番号２番目、自由ヶ丘団地内基幹配水管布設替工事でございます。工事内容

としましては、昭和４８年に敷設しました配水管の更新を目的とするもので、配水管延

長６０６メートルの布設替えを行っております。続きまして３番目、第１浄水場・第２

浄水場中央監視装置取替業務委託でございます。業務内容としましては、老朽化に伴う

機器の更新に加えまして、第２浄水場の中央監視装置における操作を第１浄水場におい

て可能とするための機能を新たに構築するものでございます。続きまして４番目、高田

地区（高田南）配水管布設工事でございます。工事内容としましては、高田南土地区画

整理事業の進捗に併せました配水管の整備を目的とするもので、配水管延長４７０.８メ

ートルの布設を行っております。続きまして５番目、嬉里地区（西田原）配水管布設替

工事でございます。工事内容としましては、昭和４１年に布設をしました配水管の更新

を目的とするもので、配水管延長２７８.６メートルの布設替えを行っております。以上

で重要契約の要旨についての説明を終わります。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

以上が議案第５８号令和４年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定についての

概要でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

以上で説明が終わりました。これから質疑を行います。 

まず質疑ですけれども、水道会計決算書ですね。こちらの方からページを追って質疑

を受けたいと思います。まず決算書の１ページから４ページ、決算報告書ですね。ここ



の部分で質疑はありませんか。進めていきますが、後で戻っても構いませんので、進め

てまいります。それでは５、６ページ、水道事業損益計算書、この中で質疑はありませ

んか。ないようですので、続いて７、８ページ、水道事業剰余金計算書ですね。この中

で質疑はありませんか。ないようでしたら９、１０ページの水道事業貸借対照表、資産

の部、負債の部等ですね。この中で質疑はありませんか。１１ページの注記表について

は説明になりますけれども、ないようでしたら続けて決算附属書類の方を参りたいと思

いますが、まず１２、１３ページ、それから１４ページまでですね。水道事業報告書の

中で質疑はありませんか。ないようでしたら１５ページの水道事業キャッシュ・フロー

計算書ですね。ここで質疑はございませんか。ないようでしたら続いて１６ページから

１８ページまでの水道事業会計収益費用明細書、ここで質疑はございませんか。なけれ

ば続けて１９ページの水道事業会計資本的収入及び支出明細書、質疑はありませんか。

ないようでしたら２０、２１ページの固定資産明細書、ここで質疑はございませんか。

続いて２２、２３ページの企業債明細書、こちらで質疑はございませんか。ないようで

したら、先ほど図面にて説明を受けた場所ですね。令和４年度の工事などの説明があっ

たかと思いますが、１４ページの下段の所を参考にしながら、ここの中で工事等につい

て質疑はございませんか。配布いただいた資料の中で、水道、下水道両方ございますけ

ど、水道事業は１ページから３ページ、こちらも質疑を受けたいと思いますけども、質

疑はありませんか。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

１４ページの一番上ですけども、業務量ですね。意味はよく分かるんですけども、年々

給水人口そしてまた量的に減ってきておりますけども、それはもうだんだん人口も減っ

てきてるし、移転していかれる人も分かってるんですけど、やっぱこの先こういうのを

ずっと南区画整理とかなんとか出来上がればまた別でしょうけども、あと何年ぐらいこ

ういった状況が続いていくのかなってやっぱり心配してるんですけど、分かれば。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

委員おっしゃるとおり人口減少、この歯止めは恐らく利かないかと思っております。

この人口減少に伴う給水収益の減少、あと更新需要の増大ですね。更新費用が増えてく

ると。こういったことの問題というのがやはり国の方でも問題視されておりまして、そ

れを踏まえて平成３０年の水道法の改正といったものもございました。その中で広域化

であったりとか、官民連携であったりとか、こういったことを取り組んで今後の経営基

盤を強化することが必要だと指針を出しておりますので、現状もうこういった給水収益

減少に対抗するため我々経営効率をさらに上げていき、広域化であったりとか官民連携

であったりとか、そういった経費を抑えるような形で基盤強化、経営基盤の強化を行っ



ていく方針でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

経常収益が減というところで、令和４年度は全体的に見るとコロナ禍によってかなり

家に在宅された方が多くて外に出ないために、それで水道はかなり使用がされたという

ふうにお聞きしてますが、その辺りやっぱり令和３年度と比べると令和４年度っていう

のは、この減少にそういったコロナ禍の影響というのは、どのような形で表れたんでし

ょうか。やっぱり減少したっていうのは、その影響があったんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

コロナ禍に入りまして営業収支比率でございますと、過去５年間少し申し上げますね。

平成３０年度に関しましては、営業収支比率は１０２.４％、これずっと下がってきた、

給水収益がどんどん下がってきた状況がございます。平成３０年が１０２.４％、令和元

年度で１０１.２％下がってますですね。令和２年度におきましては、１１１.６％と上

がっております。令和３年度も１１０.８％、ここはやはりコロナの影響で巣ごもり、人

口が多かったということで、使用量が増えたんだと分析しております。令和４年度でご

ざいますが、コロナ禍も落ちついてきまして１０７.９％と減少傾向に入ってきたといっ

たことでございます。これはもう今後も下がっていくものだと考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

ちょっと小さなところでね、７ページの原水及び浄水費の委託料ですね。それの前年

比と内容について。それから負担金ですね、この内容について。取りあえず２つ。 

○委員長（中村美穂委員） 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

委託料の浄水場運転管理業務委託でございます。令和４年度決算が１億８,８０９万円

に対しまして、令和３年度につきましては、１億７,６４０万円でございました。これは



電気料高騰に伴って増額したものでございます。次に負担金でございます。負担金につ

きましては、長与ダムの負担金が主なものでございまして、長与町ダム管理費負担金、

長与ダム電気料金、長与ダムメンテナンス事業工事受託負担金といったものでございま

す。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

それではその下のまた委託料、漏水の調査業務、これについては今年次的にやってる

という話を聞いてますけど、それも含めた中での今の現状をちょっとお知らせを頂きた

いということと、あと修繕費ですね、これの内容。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤野係長。 

○係長（藤野亮君） 

配水及び給水費の委託料に関しましては、備考にお示ししております漏水調査業務委

託の他、メーターの取り替え委託等の費用が計上されておりまして、漏水調査業務委託

に関しましては、委員がおっしゃいますとおり年間を通じて、町内環境のおおよそ１５

０キロ程度を調査員の方で回りまして、音の調査ですとか、水圧のチェック等とか、電

気による調査をかけまして、漏水箇所がないかの調査を行っているところでございます。

続きまして修繕費についての内訳でございますが、こちらの主なものは、その委託料で

の調査で発見しました漏水箇所の修繕工事などを主に行っております。その他にはたま

にメーターの取り替えの際にちょっと今では使われてないような材料の部材が残ってる

ようなお宅がたまにございますので、そちらの部材の交換等の費用について修繕費の方

で計上しているような状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

この漏水調査なんですけども、これは今どれぐらい進んでるのか、ちょっと具体的に

っていうわけにいかんでしょうけど、今その台帳を作って予定どおりいってるのかどう

か、その辺についてちょっとお知らせをお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

漏水調査に関しましては、計画的なものっていうものがございませんで、町内の管路

ほぼ全域を毎年見ていってもらってるといった状況でございまして、その都度夜間流量

であったりとかを確認しながら、町内の漏水発見に努めているといった状況でございま

す。 



○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

そうすると何か今１５０キロぐらいを対象にということだったですね。要は計画的に

やってるんじゃなくて、その１５０キロはどういうふうな条件の下にやってるのかです

ね。それについてはどうですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

町内１５０キロというのは各配水地ごとのメインとなる管路の延長から算出いたしま

して、基本的にメインとなるものを選定している状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

もう結局管が５０年たったりしてるのがあるから、前は台帳を作って古い順からずっ

と漏水調査をやっていくという分での費用ではないわけですね、それじゃあこれはね。

別のものと考えていいわけですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

おっしゃるとおり老朽化している施設の配水地に関しましては、その分全体的な管の

延長というのを計上しておりますし、漏水、老朽化を加味してないというわけではなく

て、老朽施設に関しましては、重点的に行うような形の延長計上といったものも考えて

おります。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

この表の中で高田地区、高田南地区の配水管布設工事は、この赤い線の４つを全部足

して４７０．８メートルというところでよろしいですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤野係長。 

○係長（藤野亮君） 

委員お見込みのとおり４の工事の所から矢印が引っ張ってあるかと思うんですけども、

ちょっと自由ヶ丘と近くて分かりづらいかなと思うんですけど、横長に広がっておりま

す楕円形のうち、委員おっしゃられますとおり赤く道路上を色塗りしてる所の延長の合



計がご説明しました布設延長でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

了解しました。そしたらここの以外で、令和４年度でこれで終わりということで、認

識してよろしいわけですね。他に令和５年度また引き続きある。どうかしら、そこのと

ころお知らせください。 

○委員長（中村美穂委員） 

藤野係長。 

○係長（藤野亮君） 

そちらも委員お見込みのとおり、こちら令和４年に布設した部分を色塗りさせていた

だいているものでございまして、まだ残り令和５年度分の実施もございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑をしたいので、副委員長と交代します。 

○委員（堀真委員） 

質疑はありませんか。 

中村委員長。 

○委員長（中村美穂委員） 

先日ニュースで一般的に水道管というので水道管が破裂したっていうことで、破裂し

ていてもうその地区が水が出ないようなことになったというようなことをニュースで聞

いたので、細かくは聞いてないんですけれど、水道管というのが配水管布設替えという

ものがもう５０年ぐらい経過していて、そのニュースでは来年度かなんか予定されてい

たところが、その前に破裂したというようなことで聞いております。一定そのもしかし

てすいません、去年も聞いたかもしれませんけど、そういう配水管、先ほど漏水のこと

を竹中委員が言われてましたけども、そういう管の悪くなっているというか、おおむね

何十年とかそういうような目安があるのかどうか、まずお聞きします。 

○委員（堀真委員） 

藤野係長。 

○係長（藤野亮君） 

基本的な耐用年数といたしましては、地方公営企業法の施行規則の方に表があるんで

すけども、配水管についての耐用年数としては、４０年というものが標準的なものとし

て定められております。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 



それでは町内の配水管も順次、先ほどのように工事をされているというのは分かって

いるんですけども、その４０年以上、４０年だともう使えなくなるということではない

と思うんですが、かなり経過してもう配水管を替えなきゃいけないというような所がか

なり多くあるというか、どういうふうに表現していいか分からないんですけど、あると

いうことで考えていいですか。それとももうそれも順次計画があるんではないかと思う

んですが、そこはいかがでしょうか。 

○委員（堀真委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

まず１２ページの方をちょっと見ていただければと思います。１２ページの経営指標

の推移といった表の中に、管路経年化率といったものがございます。この管路経年化率

というものが、耐用年数４０年を超えた私どもの水道管の率でございまして、私たちの

２４０キロぐらい管路総延長がありますけれども、これに対して２６.８３％既に耐用年

数を経過しております。ただこの耐用年数を経過したからといって先ほどおっしゃられ

たとおり、すぐ駄目だと言ったわけではございませんので、これは漏水調査等の結果を

踏まえながら漏水が多かった場合とかは、そこは重点的に更新するであったりとか、そ

の他も管種とかいったものがございまして、昔布設した樹脂管である樹脂の素材を使っ

た管については、なるべく早く交換するような計画をとっているところでございます。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

管路経年化率というのがそこがちょっと理解ができなかったので、説明していただい

てありがとうございます。先ほど他の委員も言われてますけど、コロナ禍で一定水道料

金、水道料、使用料が上がったものの今また元に戻りつつあって、そうすると人口減等

で水道使用料の減収が見込まれるということは毎年お聞きはしているところなんですけ

ど、そうしますとやはり配水管布設替え、こういう計画的にやらないと、水が安定的に

供給ができないということもありますので、そうした場合はやはりどうしても考えなき

ゃいけないのが水道料金の改定なのかなと思っているんですけど、そこを踏まえて今後

どのように、例えば今年度やるとか、来年度やるとかそういうことではないと思う、な

いというか、そういうことは明確に言えないと思うんですけど、こういう工事も当然必

要なわけですよね、安全な水を供給するためには。しかしながら使用量が減ってきてい

るというところで、何か策を練るにはいろいろ営業努力もされていると思うんですが、

そこの水道料金の改定の考え方について、最後に聞かせてください。 

○委員（堀真委員） 

渡部局長。 

○水道局長（渡辺守史君） 



これからの水道事業の経営環境の厳しさを考えれば、やはり近い将来の料金改定は避

けることができないかなと思ってます。ただ今新しい共同浄水場の事業とか、そういっ

た財政状況の変化もございます。そういったのを最新の事業計画等を盛り込みながら経

営戦略等の改定を行っていきながら、料金改定の時期は見極めてまいりたいと思ってま

す。ただ改定までにはやはりある程度の時間が、恐らく２年半から３年ぐらいの期間が

必要となってきますので、将来的にやるにしろ来年とか再来年とかいう話にはならない

かと思っておりますが、近い将来そのようなことを議論しなければならない時期が来る

と思っております。 

○委員（堀真委員） 

委員長と交代いたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

１９ページの上の高田南の工事負担金が１,９３０万２,０００円出てますね。この高

田南の進捗率からいって、今後の負担金がどれぐらい予想され、今現在で何％ぐらいの

要はライフラインに対する率があるのか、どれくらいの全体で出しているのか。令和６

年に完成という予定なんですね。これに対してこの水道の方もそれに合わせる状況で、

全部完成をするのかどうか、この辺について２点お願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

まず、工事負担金につきまして、高田南の工事負担金につきましては、全額が負担金

としてこちらの方に入ってきます。進捗率といったものがちょっと今数字を持ってはい

ないんですけれども、本年度約１億５,０００万円ほど発注する予定となっておりまして、

令和６年度にも一部残るかと思いますけど、令和６年度につきましても一部布設して、

令和６年度内には水道管は全て布設するといった計画で動いております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。全体を通して質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５８号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず反対討論はありませんか。 

次に賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５８号のうち剰余金の処分について採決します。 

本案のうち剰余金の処分について原案のとおり可決すべきものと決することにご異議



ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち剰余金の処分については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

次に、議案第５８号のうち決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５８号のうち、決算認定について採決します。 

本案のうち、決算認定について原案のとおり認定すべきものと決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち決算認定について原案のとおり認定すべきも

のと決しました。 

１０時５０分まで休憩します。 

（休憩 １０時３３分～１０時４９分） 

○委員長（中村美穂委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

議案第５９号令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定についての件を

議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

渡部局長。 

○水道局長（渡辺守史君） 

それでは引き続き、議案第５９号令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算

認定につきまして、上下水道課長以下関係職員によりご説明申し上げますので、ご審議

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

それでは決算書の１、２ページをお開きください。令和４年度長与町下水道事業会計

決算報告書でございます。金額につきましては税込み額で記載しております。（１）収

益的収入及び支出の収入におきまして、第１款下水道事業収益の予算額１０億１,９２１

万５,０００円に対し、決算額は１０億４６５万９６８円となり、予算額に比べ決算額は

１,４５６万４,０３２円の減収となっております。これは一般汚水収益の減が主なもの

でございます。次に支出におきましては、第１款下水道事業費用の予算額９億４,７１４

万円に対し、決算額は８億９,７８２万２８４円となり、不用額が４,９３１万９,７１６



円となっております。これは修繕費の減額が主なものでございます。３、４ページをお

開きください。（２）資本的収入及び支出の収入におきましては、第１款資本的収入の

予算額３億７,９６３万６,０００円に対し、決算額は２億２,５１４万３,１４０円とな

り、予算額に比べ決算額の増減が１億５,４４９万２,８６０円の減収となっております。

これは企業債の減額が主なものでございます。次に支出におきましては、第１款資本的

支出の予算額６億６,８７７万９,０００円に対し、決算額は５億５,７７６万８,２２５

円、翌年度繰越額が７,５１６万９,０００円ですので、不用額が３,５８４万１,７７５

円となっております。これは工事請負費の減額が主なものでございます。３ページの下

段をご覧ください。資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億３,２６２万５,０８

５円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,９１９万８,６６７円、過

年度分損益勘定留保資金３億１,３４２万６,４１８円で補塡しております。５、６ペー

ジをお開きください。令和４年度長与町下水道事業損益計算書でございます。金額につ

きましては税抜き額で記載しております。１営業収益でございます。内訳といたしまし

て、下水道使用料６億６０８万９,７４０円、その他営業収益４４６万５,１２０円、よ

って営業収益は６億１,０５５万４,８６０円となります。２営業費用でございます。内

訳といたしまして、管渠費４,８８７万２,５９１円、処理場費２億２,２７３万９,９０

６円、業務費２,３６８万２,５２０円、総係費３,３４２万２,４２３円、減価償却費４

億７,３０８万２,０９７円、資産減耗費１７６万４,０５１円、よって営業費用は８億３

５６万３,５８８円となり、営業収支におきましては、１億９,３００万８,７２８円の営

業損失となっております。次に３営業外収益でございます。内訳といたしまして、受取

利息及び配当金３７万１,７２５円、他会計負担金１億円、長期前受金戻入２億３,１９

６万５,２２３円、雑収益８４万４,５０３円、よって営業外収益は３億３,３１８万１,

４５１円となります。４営業外費用でございます。内訳といたしまして、支払利息及び

企業債取扱諸費３,９０５万６,３５９円、雑支出１,３４８万６,３７４円、よって営業

外費用は５,２５４万２,７３３円となり、営業外収支におきましては２億８,０６３万８,

７１８円の営業外利益となります。その結果、経常収支におきましては８,７６２万９,

９９０円の経常利益となっております。５特別利益でございます。内訳といたしまして、

過年度損益修正益７万１,９２７円でございます。６特別損失でございます。内訳といた

しまして、過年度損益修正損６万９,９００円でございます。よって特別損益におきまし

ては２,０２７円の利益となり、その結果、当年度純利益は８,７６３万２,０１７円とな

っております。また、当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益と同額の８,７６３万２,

０１７円でございます。７、８ページをお開きください。令和４年度長与町下水道事業

剰余金計算書でございます。金額につきましては、税抜き額で記載しております。前年

度末残高、令和４年３月３１日でございますが、資本金が３８億２,８５２万８,４４７

円、資本剰余金合計が６億６,２５７万７,４８３円、利益剰余金合計が３億９,９７４万

８,０６７円で、資本合計は４８億９,０８５万３,９９７円でございます。次に前年度処



分額でございますが、未処分利益剰余金１億９７４万５,４２６円を前年度の議会の議決

を経て、減債積立金に全額積み立てております。よって処分後残高は、利益剰余金にお

いて減債積立金が３億６,９７４万８,０６７円、繰越利益剰余金が０円となり、資本合

計は４８億９,０８５万３,９９７円となります。続きまして表中段の当該年度変動額に

つきましては、資本金および資本剰余金に変動はございません。利益剰余金では、当年

度未処分利益剰余金の８,７６３万２,０１７円を計上しておりますので、利益剰余金合

計、資本合計ともに８,７６３万２,０１７円となります。よって表下段の当年度末残高

につきましては、資本金が３８億２,８５２万８,４４７円、資本剰余金合計が６億６,２

５７万７,４８３円、利益剰余金合計が４億８,７３８万８４円、資本合計は４９億７,８

４８万６,０１４円となっております。続きまして、７ページの下段に記載しております

令和４年度長与町下水道事業剰余金処分計算書（案）をご覧ください。この計算書は、

未処分利益剰余金を特定の目的のための積立金へと処分するため、議会の議決を求める

ものでございます。表をご覧ください。当年度末残高は剰余金計算書で説明いたしまし

たとおり、資本金が３８億２,８５２万８,４４７円、資本剰余金が６億６,２５７万７,

４８３円、未処分利益剰余金が８,７６３万２,０１７円でございます。今回の処分につ

きましては、企業債償還の財源に充てるため、全額を減債積立金に積立処分する予定で

あり、このことについて議会の議決を求めるものでございます。９、１０ページをお開

きください。令和４年度長与町下水道事業貸借対照表でございます。金額につきまして

は税抜き額で記載しております。資産の部です。１固定資産でございますが、有形固定

資産合計が９５億４３３万３,８６８円、無形固定資産合計が５,２０３万９,０７１円、

よって固定資産合計は９５億５,６３７万２,９３９円となります。２流動資産でござい

ますが、現金預金２１億２,１０７万３,２９２円、未収金１,２８９万６,８８５円、よ

って流動資産合計は、２１億３,３９７万１７７円、資産合計が１１６億９,０３４万３,

１１６円となっております。次に１０ページ、負債の部でございます。３固定負債でご

ざいますが、企業債２２億８,７５３万６,５１５円、引当金３,６０４万６,８５２円、

よって固定負債合計は、２３億２,３５８万３,３６７円となります。４流動負債でござ

いますが、企業債１億８,１３２万１５４円、未払金１億８,７３３万５,４３６円、引当

金合計３４９万６,１９９円、その他流動負債合計で２万６,４００円、よって流動負債

合計は３億７,２１７万８,１８９円となります。５繰延収益でございますが、長期前受

金１００億３,６１８万４,８０６円、長期前受金収益化累計額６０億２,００８万９,２

６０円、よって繰延収益合計は４０億１,６０９万５,５４６円となり、負債合計が６７

億１,１８５万７,１０２円となっております。 

続きまして資本の部です。６資本金は３８億２,８５２万８,４４７円、７剰余金でご

ざいますが、資本剰余金合計６億６,２５７万７,４８３円、利益剰余金合計４億８,７３

８万８４円となります。よって剰余金合計は１１億４,９９５万７,５６７円、資本合計

は４９億７,８４８万６,０１４円、負債資本合計は１１６億９,０３４万３,１１６円と



なり、資産合計と一致しております。次に１１ページをお開きください。こちらにつき

ましては、決算書の記載に当たっての注記表を付けております。 

続きまして決算附属書類につきましてご説明申し上げます。１２、１３ページをお開

きください。令和４年度長与町下水道事業報告書でございます。１概況（１）総括事項

です。令和４年度経営状況は、営業収支においては１億９,３００万８,７２８円の営業

損失となっており、これを前年度比で見ると９.４％増、金額にして１,６５０万４,７４

５円の増額となっております。また、経常収支においては８,７６２万９,９９０円の経

常利益となっており、これを前年度比で見ると２０.３％減、金額にして２,２２９万６

６９円の減額となっております。次に、収益的収支全体では、収入が前年度比２.７％減、

金額にして２,６５１万５,８９１円の減額、支出が前年度比０.５％減、金額にして４４

０万２,４８２円の減額となりました。以上により、８,７６３万２,０１７円の当年度純

利益となりました。なお、積立金の取り崩しに伴う未処分利益剰余金変動額はなく、当

年度未処分利益剰余金は８,７６３万２,０１７円となりました。資本的収支では、収入

が国庫補助金等２億２,５１４万３,１４０円、支出といたしましては、長与浄化センタ

ー実施設計および耐震設計一式、長与大橋町線汚水管改築工事等の建設改良費として３

億７,３９２万９,１２６円、企業債償還金１億８,３８３万９,０９９円となり、合わせ

て５億５,７７６万８,２２５円となっております。資本的収支の不足額３億３,２６２万

５,０８５円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度

分損益勘定留保資金で補塡しております。（２）経営指標に関する事項です。令和４年

度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、処理場費修繕

費および固定資産除却費の減少等による費用の減少により、前年度比２.５４ポイント減

の１１０.２４％となったものの、健全経営の水準とされる１００％を上回っております。

また使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比２.９６ポイント減の１０５.０

９％となったものの、事業に必要な費用を下水道使用料で賄えている状況とされる１０

０％を上回っております。一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減

価償却率は、前年度比１.２ポイント増の５８.２３％、法定耐用年数を経過した管路延

長の割合を示す管路老朽化率は、前年度比増減なしの０％となっておりますが、施設の

老朽化に備え、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。（３）議会議決事項で

ございますが、記載のとおり３件でございます。１３ページをご覧ください。（４）行

政官庁認可事項でございます。令和４年度社会資本整備総合交付金交付申請が２件でご

ざいます。（５）職員に関する事項です。令和４年３月３１日現在職員は６名、令和４

年度に転入した職員数が１名、令和４年度に転出、退職した職員数が合計２名、よって

令和５年３月３１日現在職員数は合計５名となっております。次に１４、１５ページを

お開きください。２工事（１）改良工事の概況でございますが、嬉里地区（氷取）マン

ホール蓋改築工事など、５００万円以上の改良工事、１６件を記載しております。なお

金額につきましては税込み額でございます。１５ページをご覧ください。３業務（１）



業務量でございますが、長与町処理区域における令和４年度状況を前年度と比較して記

載しております。次に（２）事業収入に関する事項です。金額につきましては税抜きで

ございます。下水道事業収益は９億４,３８０万８,２３８円、前年度と比較いたします

と２,６５１万５,８９１円の減少となっております。（３）事業費に関する事項です。

金額につきましては税抜きでございます。下水道事業費用は８億５,６１７万６,２２１

円、前年度と比較いたしますと、４４０万２,４８２円の減少となっております。４会計

（１）重要契約の要旨では長与大橋町線汚水管改築工事など、契約額上位５件を記載し

ております。なお、金額につきましては税込みでございます。次に１６ページをお開き

ください。令和４年度長与町下水道事業キャッシュ・フロー計算書でございます。金額

につきましては税抜き額でございます。１業務活動によるキャッシュ・フローでござい

ますが、３億５,２２６万７,６１９円増加しております。次に２投資活動によるキャッ

シュ・フローでございますが、８,７６５万１,５１１円減少しております。そして３財

務活動によるキャッシュ・フローでございますが、１億４８３万９,０９９円減少してお

ります。よって資金増加額は１億５,９７７万７,００９円となり、資金期首残高の１９

億６,１２９万６,２８３円と合わせまして、資金期末残高は２１億２,１０７万３,２９

２円となっております。これは９ページ貸借対照表の現金預金と一致しております。次

に１７ページをご覧ください。１９ページまでが、令和４年度長与町下水道事業会計収

益費用明細書でございます。金額につきましては税抜き額でございます。下水道事業収

益、営業収益でございます。下水道使用料の内訳は一般汚水収益６億６０８万９,７４０

円、その他営業収益の内訳は、手数料２１９万５,０００円、これは排水設備申請に係る

手数料でございます。次に他会計負担金２２７万１２０円、これはし尿処理に係る負担

金でございます。次に営業外収益でございます。受取利息及び配当金の内訳は、預金利

息３７万１,７２５円、これは定期預金と普通預金の預金利息でございます。次に他会計

負担金、これは１億円、これは一般会計繰入金でございます。次に長期前受金戻入の内

訳でございます。主なものといたしまして国庫補助金１億８,５１８万２,４２６円、こ

れは国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分でございます。次に雑収益の内

訳でございます。その他雑収益８４万４,５０３円、これは処理場維持負担金が主なもの

でございます。次に特別利益でございますが、過年度損益修正益は７万１,９２７円、こ

れは雇用保険料戻入金などでございます。次に１８ページをご覧ください。下水道事業

費用、営業費用でございます。管渠費の内訳です。主なものといたしまして、給料１５

６万１,６７９円、手当７０万７,１０３円、法定福利費４２万７,１０９円、これは下水

道建設係１名分の人件費でございます。次、委託料３,２４８万１,９８２円、これは下

水道管路施設調査業務などが主なものでございます。次に処理場費の内訳です。主なも

のといたしまして、給料１６３万１,３７９円、手当１６０万２,７９０円、法定福利費

３０万２,２６５円、これは下水道建設係会計年度職員１名分の人件費でございます。委

託料２億１,４９４万８,３２０円、これは運転管理業務、汚泥運搬および処分費が主な



ものでございます。業務費の内訳です。主なものといたしまして給料３７４万１,５７２

円、手当１３６万２,４７７円、法定福利費８５万９８円、これは料金総務係職員１名分

の人件費でございます。少し飛びまして負担金１,１７３万７,０１２円、これは水道事

業への検針業務負担金が主なものでございます。１９ページをご覧ください。総係費の

内訳です。主なものといたしまして、給料７５３万７,８９０円、手当２７９万９,７３

９円、法定福利費２０６万８,５００円、これは料金総務係２名分の人件費でございます。

少し飛びまして、負担金１,１１９万２,３８１円、これは局長、課長の人件費が主なも

のでございます。次に減価償却費の内訳です。有形固定資産減価償却費４億７,０５９万

４,３６４円、無形固定資産減価償却費２４８万７,７３３円、これらは固定資産の償却

額でございます。次に資産減耗費でございますが、固定資産除却費１７６万４,０５１円、

これは有形固定資産の除却費などでございます。営業外費用、支払利息でございますが、

企業債利息３,９０５万６,３５９円でございます。雑支出でございますが、その他雑支

出１,３４８万６,３７４円、これは４条特定収入に係る消費税を費用化したものでござ

います。特別損失過年度損益修正損でございますが６万９,９００円、これは漏水減免が

主なものでございます。２０ページをお開きください。令和４年度長与町下水道事業会

計資本的収入及び支出明細書でございます。金額は税抜きでございます。資本的収入、

企業債でございますが７,９００万円、次に、国庫補助金でございますが１億４,３２３

万５,０００円、受益者負担金でございますが２９０万８,１４０円でございます。２１

ページをご覧ください。資本的支出、建設改良費、下水道事業費の内訳です。主なもの

といたしまして給料７７０万９,０００円、手当４３３万３,８８５円、法定福利費２４

６万８,９４４円、これは下水道建設係職員２名分の人件費でございます。次に委託料８,

７７５万４,００１円、これは委託１２件分でございます。次に工事請負費２億３,７８

４万２,０００円、これは工事３３件分でございます。次に企業債償還金でございますが、

１億８,３８３万９,０９９円でございます。２２、２３ページをお開きください。固定

資産明細書でございます。金額につきましては税抜き額でございます。（１）有形固定

資産明細書でございますが、合計欄をご覧ください。年度当初の現在高２１２億１,５９

５万７,４２３円、当年度増加額４億１,５７１万８,９２７円を加え、当年度減少額８,

２２８万７,１６１円、よって年度末現在高は２１５億４,９３８万９,１８９円でござい

ます。また減価償却累計額は、当年度額増加額が４億７,０５９万４,３６４円、当年度

減少額が８７４万２,１１０円でございます。よって減価償却累計額は１２０億４,５０

５万５,３２１円となりまして、年度末償却未済高は９５億４３３万３,８６８円でござ

います。次に（２）無形固定資産でございます。合計欄をご覧ください。本年度は、年

度中に取得した資産および除却した資産がございませんでしたので、年度当初現在高５,

４５２万６,８０４円から当年度減価償却高の２４８万７,７３３円を差し引きまして、

年度末現在高は５,２０３万９,０７１円でございます。２４、２５ページをお開きくだ

さい。企業債明細書でございます。２５ページ表の一番下の合計欄をご覧ください。令



和４年度末における企業債の発行総額は４５億４,８５０万円、当年度償還高１億８,３

８３万９,０９９円、償還高累計２０億７,９６４万３,３３１円、未償還残高２４億６,

８８５万６,６６９円となっております。引き続き工事概要につきまして、図面等にて担

当から説明させていただきます。なお説明用図面をお配りしておりますが、委員会終了

後回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

浜中課長補佐。 

○課長補佐（濱中章君） 

それでは重要契約の要旨について説明させていただきます。決算書附属書類の１５ペ

ージと配布しておりますＡ３の図面をご覧ください。図面に記載の番号順に説明させて

いただきます。まず１番目、長与大橋町線汚水管改築工事です。工事内容は、昭和４９

年に布設した汚水管の老朽化対策を目的として、汚水管６スパンの延長１２３.０３メー

トルの改築を行いました。次に２番目、長与ニュータウン東地区汚水管改築工事です。

工事内容は、昭和４９年に布設した汚水管の老朽化対策を目的として、汚水管５スパン

の延長１４５.９７メートルの改築を行いました。次に３番目、長与ニュータウン中央地

区汚水管改築工事です。昭和４９年に布設した汚水管の老朽化対策を目的として、汚水

管７スパンの延長１２４.１６メートルの改築を行いました。次に４番目、高田地区（東

高田）汚水管布設工事です。工事内容は、高田川の河川改修に併せて整備されている町

道東高田天満宮線に汚水管を整備する目的として、汚水管延長２２６.６５メートルの布

設を行いました。最後に５番目、嬉里地区（氷取）汚水管改築工事です。工事内容は、

昭和４９、５０年に布設した汚水管の老朽化対策を目的として、汚水管５スパンの延長

１５２.５０メートルの改築を行いました。以上で重要契約の要旨についての説明を終わ

ります。 

○委員長（中村美穂委員） 

髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

以上が議案第５９号令和４年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について

の概要でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

ただ今説明が終わりました。これから質疑を行いたいと思います。 

ページを追って質疑を受けたいと思います。まず決算書の中から１ページから４ペー

ジまでですね。下水道事業会計決算報告書について質疑はありませんか。戻っても結構

ですのでページを進めてまいります。続いて５、６ページ下水道事業損益計算書につい

て、質疑はありませんか。続きまして７、８ページ下水道事業剰余金計算書について、

質疑はありませんか。続きまして９、１０ページ長与町下水道事業貸借対照表について、

質疑はありませんか。 



１１ページは注記表でございますので、ここは質疑はないかと思うんですけれども、

続いて決算附属書類に移りたいと思います。まず１２、１３ページ下水道事業報告書に

ついて、質疑はありませんか。ないようでしたら続いて１４、１５ページ。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

１５ページのこの３番、業務の業務量の中の年間総処理水量と有収水量のところで、

ちょっと関連して質問をさせていただきます。ここにも有収率というのは水道みたいに

記載はしてないんですけども、今ちょっと計算してみますと、令和３年度で９３.９％、

令和４年度で９９.６％ということで相当改善が図られているようなんですね。量でいき

ますと使用者に、利用者に請求できていない水を令和３年度で約２３万立米処理をして

いたものが、令和４年度では１万２,６９０立米ということで、かなり少なくなっている

わけですよね、この表から計算をしますと。その改善が図られた何か理由というのはつ

かまれておられるのでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山下主査。 

○主査（山下裕己君） 

下水道管路の調査を毎年行っておりますが、それで今回更生工事とかも行っておりま

す。ただ単純に悪い所を更新したからといって流入水量とか、処理水量が単純に減って

くるわけではないんですけども、この中で言えばやっぱり雨水の影響が大きいというと

ころがありますので、令和３年度はちょっと降水量が多いっていうところもございまし

て、流入水量が多かった。でも令和４年度に関しましては、極端な強度の雨がなかった

ものなので、そこで流入水量、処理水量っていうのが、少し減ったっていうところが大

きな原因だと思っております。 

○委員長（中村美穂委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

雨量にかなり影響されるということですかね。職員の努力のたまものかなという答弁

を頂けるのかなと思ったんですが、分かりました。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

山口委員。 

○委員（山口憲一郎委員） 

水道事業のときも質問をしましたので、これも同じような現象が起きております。１

５ページの業務と収益の関係で、それぞれ人口数とか、収益とも減っておりますけども、

これがこの先どのような見込みでおられるのか、簡単にいいですので、よろしくお願い

します。 



○委員長（中村美穂委員） 

高橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

水洗化人口、水洗化戸数ともに水道事業とともに減少傾向、これは歯止めが利かない

状況に向かっていくと考えております。水道事業も下水道事業も同様に業務の効率化を

図りながら、その他下水道についても広域化、共同化ができないかどうか、こういった

ことも踏まえながら今後事業を展開をしていく必要があると考えております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。先ほどは工事の図面のところは最後に質疑をお受けしたん

ですが、１４ページが工事というところになっておりますので、この図面も含めて質疑

を受けたいと思います。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

先ほどの説明で４番の東高田の汚水管布設工事、これは最初当初４９年でよろしいで

すか。ちょっと先ほどなかったみたいで。 

○委員長（中村美穂委員） 

山下主査。 

○主査（山下裕己君） 

こちらは新設工事になっております。新設工事で新しく町道が整備がされるというこ

とで、先行して下水道の工事を行わさせていただいております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

その他のところなんですが、大体４６年ほど経過してると思うんですが、老朽化によ

って、先ほど上水の方が耐用年数が４０年というところで、この下水道の方は４６年と

いうことで、もう耐用年数というか、その辺りはまたどのようになってるんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

浜中課長補佐。 

○課長補佐（濱中章君） 

下水管の耐用年数は５０年となっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

ということは、大体もう５０年前後にこうやって改良工事を行って、まだ５０年満た

ない部分も行っていくということでよろしいんですか。 

○委員長（中村美穂委員） 



髙橋課長。 

○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

先ほどと同様に１２ページをご覧いただければ経営指標の推移といったところで、管

渠老朽化率といったものが０％となっております。これやはり５０年経過していないと

いったことを示しておりまして、下水道事業につきましては、ストックマネジメント計

画といったものを策定しておりまして、その中でいろんな指標があるんですけれども、

状態を監視していくもの、時間計画を保全するもの、事後保全といって事が終わってか

ら修理するものといった形で分類分けをしていくわけなんですけども、その中で適正な

時期に集中しないように更新をしていくといった計画を立てております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

工事の布設替えの耐用年数の件なんですが、一般的な話で結構なんですけども、５０

年ぐらい前に据えた管が耐用年数５０年ぐらいだということで、実際今今新しい管に変

えたときに、そのあとはどれぐらい、技術の進歩もあってかなり管あたりも長く持てる

ようになってるのかなというような気もするんですが、今今新しくし据えたものも、や

っぱり５０年ぐらいしか持たないんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

浜中課長補佐。 

○課長補佐（濱中章君） 

工事を行ったところに関しましては、一応規定では５０年と決めております。だいた

い主な工事の方法としまして管更正を行ってますので、内側に樹脂を巻くというふうな

工法ですので、５０年以上持つ場合もあるかとは思いますが、一応５０年と決めており

ます。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。ページを進めてまいります。それでは１６ページの下水道

事業キャッシュ・フロー計算書、ここで質疑はありませんか。ないようでしたら１７ペ

ージから１９ページまで、下水道事業会計収益費用明細書、このところで質疑はありま

せんか。ないようでしたら、２０、２１ページの下水道事業会計資本的収入及び支出明

細書について、質疑はありませんか。ないようでしたら２２、２３ページの固定資産明

細書について、質疑はありませんか。続けて２４、２５ページの企業債明細書について、

質疑はありませんか。ないようでしたら先ほどと一緒で、頂いた資料についても質疑を

受けたいと思いますが、質疑はありませんか。全体を通して質疑はありませんか。質疑

をしたいので、副委員長と交代します。 

○委員（堀真委員） 



質疑はありませんか。 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

この工事の図面の中でマンホールぶたの改修工事というのが幾つか出ていると思うん

ですけども、令和４年度にデザインマンホールを替えるときに、替えるときにというか、

設置をされてると思うんですが、まずそのデザインマンホールは何箇所されているのか、

お伺いします。 

○委員（堀真委員） 

永江主査。 

○主査（永江啓二君） 

デザインマンホールについては、令和５年３月に町内５カ所設置をしております。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

この５カ所についてはウォークラリー、水道局、下水道がやったわけではないという

のは分かってるんですけど、一定町民の方から評価を得られているという声を聞いてお

ります。その中でこれはもうそういう下水道事業に対する町民に対してのアピールとい

うかさまざま全国的にやっておりますので、一定住民の皆さんにも、あんまり通常マン

ホールぶたというのは、住民の生活の中で関心がないというか、もうなくてはならなく

て交換をしていっているのは随時私たち分かってるんですけど、今回の場合のそのデザ

インマンホールと通常のマンホールぶたの費用の面ではどれくらい違うのか、分かれば

教えてください。 

○委員（堀真委員） 

浜中課長補佐。 

○課長補佐（濱中章君） 

材料費でお答えします。通常のマンホールぶた１枚当たりの材料費は約６万５,０００

円です。デザインマンホールの材料費は１枚当たり１５万円です。 

○委員（堀真委員） 

中村委員。 

○委員長（中村美穂委員） 

かなりやはり金額が高くなっているとは思うんですけど、今回決算ですけど、この今

５カ所、長与町役場も含めてされていると思うんですが、かなり金額も高いので今後増

やしていくっていう考えは難しいのかなと思うんですけど、考え方だけ最後にお聞きし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員（堀真委員） 

髙橋課長。 



○上下水道課長（髙橋庸輔君） 

委員おっしゃるとおりデザインマンホール非常に高価なものでございまして、今回５

カ所を設置しておりまして、これ以上増やしていくといった方向性は今持ってはおりま

せん。ただ今回設置いたしましたデザインマンホールを、町内５カ所設置いたしました

デザインマンホールについては、ＱＲコード等、遊び心のある仕組みも整えております

ので、このデザインマンホールを拡張していくといいますか、利用しながら下水道の啓

発活動を続けていきたいと思っております。また今年度マンホールカードにつきまして

も作成いたしまして、小学生の夏休みの宿題に係る参加配布であったりとか、そういっ

た形で下水道について町民の皆さんに十分周知をしていただく、下水道のことを知って

いただくといった視点を持ちながら進めていきたいと思っております。 

○委員（堀真委員） 

委員長と交代いたします。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

見当違いだったら申し訳ないんですが、今のマンホールって古いのは、売り払いとか

何かそういった収入源となるものはないんでしょうか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山下主査。 

○主査（山下裕己君） 

既存のマンホールの鉄ぶたに関しましてはスクラップとなりますので、鉄くずとして

売ることができます。工事の中で計上いたしまして運搬して、そこのスクラップ業者に

売っているような状況でございます。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員。 

○委員（安部都委員） 

ではちなみに、その５カ所変更した所の合計というのは、どのくらいになるんでしょ

うか。はい。 

○委員長（中村美穂委員） 

安部委員、５カ所というか４年度に交換した分の売り払いの収益という形でよろしい

ですか。 

○委員長（中村美穂委員） 

山下主査。 

○主査（山下裕己君） 

それぞれの工事ごとに積算して計上しておりますので、それが全額をちょっとお答え



することはできないんですけども、単価期によってちょっと変動がございまして、大体

１トン当たりが４万５,０００円ぐらいの形になります。古いふたになりますので、１組

当たりが大体１組７０キロ当たり前後になります。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

ちょっと２点ほど。１８ページの処理場費の中の委託料２億１,４９４万８,３２０円、

これは結局契約は、これ３年置きだったかな。これは契約が１年置きじゃないですよね。

だからその今の金額の推移、要は結局総額の何年間で大体金額の推移というのは出ます

か、分かりますか。まずこれ３年だったかな、５年だったかな、それを先に答えてくだ

さい。 

○委員長（中村美穂委員） 

浜中課長補佐。 

○課長補佐（濱中章君） 

まず期間ですけれども、５年になっております。令和３年度から令和７年度までです。

総額ですけれども、税抜きで当初の契約額は９億４,８００万円です。年の支払い予定額

は１億８,９６０万円になっております。なお令和４年度に電力費の高騰により、９１２

万５,０００円を増額しております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 

分かりました。それでは監査報告の中で、今これは下水処理区内の整備の未水洗化が

１００戸とあると書いてある、０.６％。これについての啓発活動というのかな、それに

ついてはどのような。今長与町はこの下水処理については、非常に日本全国でも優良な

行政体になってるんですね。随分皆さん努力されてると思うんですけど、この１００カ

所のあと、どのような指導とか、どういう行動をされてるのか、参考までにお願いしま

す。 

○委員長（中村美穂委員） 

永江主査。 

○主査（永江啓二君） 

未水洗化の指導に関しては年に１度、水洗化のお願いという形で通知の方を送らせて

いただいております。 

○委員長（中村美穂委員） 

竹中委員。 

○委員（竹中悟委員） 



その今のお答えですけど、１年に１回だけでの啓蒙活動ということで、この２年から

３年の間どれぐらいの比率で、これがなされているのか分かればお願いします。 

○委員長（中村美穂委員） 

永江主査。 

○主査（永江啓二君） 

一応案内の方は送らせていただいているんですけれども、ほとんど未水洗の世帯が家

屋が古くくみ取りのままであったりとか、水洗化費用が高額であったりとか、ほとんど

もう水洗化に簡単にできる所はもう既に出尽くしているような状況でして、ほとんどが

建て替えによって水洗化するというケースなんですけれども、そういったケースでちょ

っと少なくはなってますので、令和４年度が水洗化切替件数３件、３年度３件、２年度

４件という実情になっております。 

○委員長（中村美穂委員） 

他に質疑はありませんか。全体を通して質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５９号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５９号のうち、剰余金の処分について採決します。 

本案のうち剰余金の処分について、原案のとおり可決すべきものと決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって本案のうち剰余金の処分については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

次に、議案第５９号のうち、決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第５９号のうち、決算認定について採決します。 

本案のうち決算認定について、原案のとおり認定すべきものと決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち決算認定については、原案のとおり認定す

べきものと決しました。 

以上で本日予定しております議案については、全て終了いたしました。 

これにて委員会を閉会いたします。 



また明日９時３０分より委員会を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。

お疲れさまでした。 

（閉会 １１時４９分） 


